
 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の復旧・復興支援に係る職員の長期派遣について 

 

 東日本大震災の復旧・復興支援について、福島県及び宮城県から、地方自治法第２５２条の

１７の規定に基づき、職員の長期派遣について依頼がありました。 

 この依頼に対して派遣協力を行うこととして、愛知県から下記のとおり職員を派遣します。 

記 

１ 福島県への派遣 

 (1) 派遣期間 

   平成２３年９月１日（木）～平成２４年３月３１日（土） 

 (2) 派遣者数 

   ６名（９月１日からの派遣の詳細は別紙のとおり） 

 (3) 派遣先及び主な業務 

《行政職》 

   農林水産部農産物流通課 （農林水産物のＰＲ業務） 

   土木部建築住宅課    （契約審査、支払い関係業務） 

《専門職》 

   農林水産部環境保全農業課（農林水産物のモニタリング結果の取りまとめ業務） 

   土木部相
そう

双
そう

建設事務所  （被災公共土木施設等の災害復旧業務） 

 

２ 宮城県への派遣 

 (1) 派遣期間 

   平成２３年９月１日（木）～平成２４年２月２９日（水） 

 (2) 派遣者数 

   １名（９月１日からの派遣の詳細は別紙のとおり） 

 (3) 派遣先及び主な業務 

《専門職》 

   東部地方振興事務所 （農地・農業用施設・農地海岸の災害復旧事業に係る業務） 

  

 ※ 宮城県へは、平成２３年６月１日（水）から、道路・河川・砂防等及び県有施設（県立

学校含）の災害復旧に係る支援のため、３名の専門職を土木部仙台土木事務所及び土木部

営繕課へ長期派遣しており、今回、新たに１名を追加派遣するものです。

平成２３年８月２９日（月） 

愛知県被災地域支援対策本部 

 職員派遣プロジェクトチーム 

  総務部人事担当局人事課人事第一グループ 

   担当 平田、臼井 内線２２１４、２２１６ 

   ダイヤルイン ０５２－９５４－６０３０ 

  防災局防災危機管理課総務・予算・広報グループ

   担当 中島 内線２５０２ 

   ダイヤルイン ０５２－９５４－６１８９ 



【 別 紙 】 

 

 《 福島県 》 

派遣先 派遣人数 派遣期間 派遣者 

農林水産部農産物流通課 ２名 
平成 23年 9月 1日～平成 23年 12月 31日 総務部税務課主事 

平成 23年 9月 1日～平成 23年 12月 31日 産業労働部商業流通課主任主査 

土木部建築住宅課 ２名 
平成 23年 9月 1日～平成 23年 12月 31日 総務部市町村課主査 

平成 23年 9月 1日～平成 23年 10月 31日 健康福祉部健康福祉総務課主査 

農林水産部環境保全農業課 １名 平成 23年 9月 1日～平成 23年 10月 31日 農林水産部農業総合試験場主任研究員 

土木部相
そう

双
そう

建設事務所 １名 平成 23年 9月 1日～平成 23年 12月 31日 建設部西三河建設事務所主査 

   ※９月１日からの派遣者のみ。 

    上記派遣期間後の各派遣先への派遣者については、今後、決定します。 

 

 《 宮城県 》 

派遣先 派遣人数 派遣期間 派遣者 

東部地方振興事務所 １名 平成 23年 9月 1日～平成 23年 11月 30日 農林水産部東三河農林水産事務所主査 

   ※９月１日からの派遣者のみ。 

    平成 23年 12月 1日からの派遣者については、今後、決定します。 


